




1. 1. 3 大学知的財産活動の意義
大学の知的財産活動においては、特許の取得・活用が基本ではあるが、それ以外に種々

の意義がある。
①知的財産教育と啓蒙

大学の工学系学生に対する知的財産教育は基本的な授業科目として考えるべきであると
考えられる。 特許や著作権といった知的財産権が産業界においてどのように使われている
か、重要であるかを学生時代に少しでも学んだことがあるという経験は、将来の技術者キ
ャリアにおいて重要である。 この教育に必要なのは、特許法とか著作権法についての単な
る条文解説ではなく、実際の研究開発、製品開発、ビジネスにおいて、特許や著作権がど
のように使われているか、どのように重要であるか、といった点を実際に学生がなじみの
ある製品やビジネスに即して説明することであり、その分野では大学知的財産本部に企業
から来ている知的財産担当者が得意とするところである。 更に将来知的財産関係の職業に
就きたいと希望する学生を増やすと言う観点からも、実際のビジネスにおいて知的財産が
どれほど重要で、且つ面白いかという、知的財産の面白さを学生に植え付けることが必要
であり、その分野でも企業出身の知的財産本部メンバーが教育にも携わる意味がある。
②大学の研究資金の確保

知的財産活動を充実させることが共同研究や受託研究の推進に役立ち、大学の研究資金の
確保に貢献する。 大学が基本特許を持ち、それを基に共同研究を推進するという場合や、
共同研究や受託研究によって発明を生み出し、積極的に権利化し、その権利を相手企業に
譲渡することによって、企業に渡す共同研究の成果をより充実したものにすることができ
る。 この意義は大学知的財産活動の基本となるもので、今後も大いに推進していく必要が
ある。

これに関連して二つの問題が考えられる。
一つは共同研究において発生した共同発明の取り扱いにおける大学側の不実施補償要求

の問題である。 これについて電気通信大学では国立大学法人化後すぐにこの問題の解決に
着手し、共同研究に実際に携わる大学研究者、大学知的財産本部関係者、企業知的財産本
部関係者などの意見を聴取し、電気通信大学独自の共同研究契約書雛形を作成し、公表し
た。実際にここ1年以上運用した結果、スム ー ズな共同研究契約ができている。（特許庁 平
成1 6年度「大学における知的財産権研究プロジェクト」産学連携推進のための共同研究
等に関する諸問題 電気通信大学）

二つ目の問題は大学が知的財産権を行使する態度を示すことが必ずしも共同研究を推進
することにはならないのではないかという点である。 これは共同研究の内容、大学と企業

の研究レベルなど多くの要素が絡むので一般論として論じることはできないが、米国など
の例を見てもその危険性があることを大学知的財産本部の人間は十分に心得ておく必要が
ある。
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③技術移転価値の増加

これも前項と同じであって、 共同研究や受託研究を行う場合に研究成果を報告書や試作

物として相手企業に渡すだけではなく、 特許出願して権利としても企業に譲渡することが

できれば、 研究成果が学会等で発表されたとしても、 企業としては安心して事業化を進め

ることができる、 という意味で、 技術移転価値が増加すると考えられる。 一般にはこの成

果はライセンス収入としてカウントされるが、 事業化までに時間がかかる場合にも、 知的

財産活動の成果として評価できるであろう。

④研究タ ー ゲットの明確化

大学の研究者は学会論文はよく読み、 学会動向については敏感であるが、 特許情報につ

いては従来は疎いことが多かった。 特許情報は学会論文情報とはまた異なる情報が得られ

るので、 知的財産活動によって大学の研究者が特許情報を必ず検索する習慣が醸成されれ

ば、 大学研究者の研究タ ー ゲットをより明確にする助けになると期待される。 このことは

大学院の学生の研究あるいは学部学生の卒業論文でも有効であろう。

⑤知的財産関係契約担当

これは大学にリ ー ガル担当部門が無い場合には知的財産本部が法務部門も兼ねて、 大学

全体の法務・知的財産部門として機能することが考えられる。 比較的規模の小さい大学に

おいてはこの考え方、 機能は有効と考えられる。

1. 1. 4 大学知的財産本部の運営での問題点と対応

①知的財産運営費用の確保

〔問題点〕

知的財産本部の運営にかかる費用をいかに確保するかが大きな問題である。 現在は一部

の知的財産本部やTLOには国からの助成があり、 国立大学法人の日本特許出願について

は、 出願料， 審査請求料、 維持年金など免除されており、 外国出願については、 価値ぁる

と判断されたものについて、 JS T (科学技術振興機構）からの支援がある。

しかしながら、 このような支援制度が終了した場合、 大学の知的財産本部の運営費用を

いかに確保したらよいのであろうか。
大学が生み出した知的財産権をライセンスし、 その実施料でこの経費を賄えれば、 問題

はない。 しかし、 多くの有力特許を所有するかあるいはいわゆるホ ー ムラン特許でも出な

い限り、 多額の実施料収入を得ることは非常に難しい。

〔対応〕

有力特許の取得、 活用に全力をあげ、 大学特許の譲渡、 ライセンス収入を確保すること

が基本ではあるが、 それ以外に、 財源を確保する必要がある。 そのために考えられること

は、 「 l. 2. 3 大学知的財産活動の意義」で述べた知的財産本部のその他の活動に対す

る費用として確保することであろう。 そのためには、 知的財産本部のこれら活動の成果を

大学や研究者に理解してもらうことが必要である。 財源としては、

・受託研究費·共同研究費の間接経費の一部
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